
高校・大学等に修学するため、入学資金や在学資金など教育に要する資金を必要と
される方が、日本政策金融公庫の教育一般貸付を受けた場合に、教育の機会均等と経

済的負担の軽減を図るため、市がその返済利子の一部を助成します。

１ 交付対象

次の全てに該当する方

①高等学校、大学、短期大学、専修学校等に修学する方又はその保護者であること

②富士見市に住民登録があり、現に居住していること

③市税を滞納していないこと

④日本政策金融公庫から、教育資金の融資を受けていること（利子補給制度の対象

となる融資は修学する学校ごとに１回のみです。）

２ 利子補給期間

在籍する高校、大学等の正規の修学期間とします。

３ 利子補給金額

借入れに係る利子（延滞利子を除く）の年額（上限１万7千円）を助成します。

※利子の年額は、年度単位（前年度の４月から３月まで）で計算します。

＜例１＞大学の入学資金の融資を受けた場合

＜例２＞高校２年生の在学資金の融資を受けた場合

※利子補給金額及び利子補給期間は、修学期間、利息の支払額等により変動します。

４ 申請期間等

前年度（４月から翌年３月）に支払をした利子補給金について、翌年の４月から７月末

までに申請書及び必要書類を添付して教育政策課に提出（郵送可）してください。

５ その他

令和２年度までに高校・大学等に入学するため日本政策金融公庫から入学資金を借り入れ

た方については、旧制度（富士見市高等学校等入学準備金利子補給金）の対象となります。

上限１万７千円
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１ 融資申込
教育一般貸付については、日本政策金融公庫に直接お問い合わせください。

・日本政策金融公庫 川越支店

〒350-1123 川越市脇田本町１４番１ 日本生命川越ビル５階

電話 ０４９－２４６－４１７１（お申込み相談）

・教育ローンコールセンター

電話 0５７０－００８６５６（お問い合わせ、資料請求）

2 交付申請

【申請方法】

富士見市教育委員会教育政策課に提出(郵送可）してください。

※毎年度の申請手続きが必要です。

【申請に必要なもの】

(１)富士見市高等学校等教育資金利子補給金交付申請書（様式第１号）

(２)富士見市高等学校等教育資金利子補給金交付請求書（様式第３号）
※申請書、交付請求書は教育政策課窓口にて配布しています。（市のホームページからもダウンロード

できます。）

(３)利息支払証明書（前年度の４月から３月までに支払った利息の合計額が記載されたもの）

※日本政策金融公庫のホームページに掲載されている「日本公庫ダイレクト」をご利用ください。

(４)入学した年度を証明する書類（合格通知書や入学許可書などの写し）

(５)在学証明書又は卒業証明書

(６)通帳の写し

【申請期間】
毎年４月から７月末（前年度の４月から３月までに支払った利子額が対象となります。)

３ 交付決定
申請を受付後、内容を審査し、審査結果を通知します。

４ 交付
申請者の指定する金融機関に利子補給金を振込みます。

（振込人名義は「富士見市会計管理者」です。）

利子補給金の申請から交付までの流れ

【申請及び問合せ先】
富士見市教育委員会 教育政策課
〒３５４－００２１
富士見市大字鶴馬１８７３番地１（中央図書館２階）
電話 049-251-2711（内線611）

富士見市マスコットキャラクター「ふわっぴー」


